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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年2月7日(2008.2.7)

【公開番号】特開2003-159193(P2003-159193A)
【公開日】平成15年6月3日(2003.6.3)
【出願番号】特願2002-224687(P2002-224687)
【国際特許分類】
   Ａ４７Ｋ   7/00     (2006.01)
   Ａ４７Ｋ  10/42     (2006.01)
   Ｂ６５Ｄ  83/08     (2006.01)
   Ｄ２１Ｈ  27/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４７Ｋ   7/00    　　　Ｂ
   Ａ４７Ｋ  10/42    　　　Ｂ
   Ｂ６５Ｄ  83/08    　　　Ａ
   Ｄ２１Ｈ  27/00    　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月4日(2007.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】 複数枚のティシュペーパーを２枚１組として所謂ポップアップ方式で折り
畳んで略直方体の箱に収納されたティシュペーパー製品に使用されるティシュペーパーで
あって、
収納されたティシュペーパーの枚数に対する箱の内側高さ寸法の比が４０／４００～６０
／４００ ｍｍ／枚であるティシュペーパー製品に使用され、
該ティシュペーパー１枚当りのＪＩＳＰ ８１１８で規定する厚さが０．０３０～０．０
４０ｍｍであり、
該ティシュペーパー１枚当りのＪＩＳ Ｓ ３１０４で規定する坪量が１０．０～１２．０
ｇ／ｍ２であり、
さらに、該ティシュペーパー２枚重ね一組当りのＪＩＳ Ｓ ３１０４で規定する引張強さ
が乾燥時、横の条件で０．７８～２．０Ｎ／２５ｍｍである
ことを特徴とするティシュペーパー。
【請求項２】前記ティシュペーパー２枚重ね一組当りのＪＩＳ Ｓ ３１０４に規定される
吸水度が８秒以下であることを特徴とする請求項１に記載したティシュペーパー。
【請求項３】 前記ティシュペーパー１枚当りのＪＩＳ Ｐ ８１１８に規定する密度が０
．２９～０．３７ｇ／ｃｍ３であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載した
ティシュペーパー。
【請求項４】 前記ティシュペーパーのクレープは、抄紙機におけるドライヤーパートの
周速度と巻取部の周速度の差によって付与され、かつ下記式によって規定されるクレープ
率が、１８～２５％であることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載した
ティシュペーパー。
クレープ率＝１００×（ドライヤー周速度－巻取部周速度）／巻取部周速度
【請求項５】 前記ティシュペーパーを抄紙する原料パルプの平均コースネスを７～１４
ｍｇ／１００ｍとしたことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載したティ
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シュペーパー。
【請求項６】 前記ティシュペーパーを抄紙する原料パルプ中のドライパルプの比率を、
原料パルプ全量に対し質量％で４０％以上としたことを特徴とする請求項１から請求項５
のいずれかに記載したティシュペーパー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明の第１（請求項１の発明をいう、以下それに準ずる
）は、複数枚のティシュペーパーを２枚１組として一回折って所謂ポップアップ方式で折
り畳み（一回折って上下のティシュを重ね合わせ、１組のティシュを取り出した後に次の
ティシュが取出口に出て来ることにより、連続的に取り出せるようにした折り方）、その
上で、略直方体の箱に収納したティシュペーパー製品に使用するティシュペーパーであっ
て、収納されたティシュペーパー枚数に対する箱の高さ寸法（箱の内側寸法）の比が、４
０／４００～６０／４００ ｍｍ／枚（すなわち０．１０～０．１５ｍｍ／枚）であり、
該ティシュペーパー１枚当りのＪＩＳ Ｐ ８１１８（但し、試験条件は、温度２０±２℃
、湿度６５±２％とする）で規定する厚さが０．０３０～０．０４０ｍｍであり、
該ティシュペーパー１枚当りのＪＩＳ Ｓ ３１０４で規定する坪量が１０．０～１２．０
ｇ／ｍ２であり、
さらに、該ティシュペーパー２枚重ね一組当りのＪＩＳ Ｓ ３１０４で規定する引張強さ
が乾燥時、横の条件で０．７８～２．０Ｎ／２５ｍｍであることを特徴とするティシュペ
ーパーである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【０００８】
なお、第１の発明で規定しているのは、収納されたティシュペーパー枚数に対する箱の高
さ寸法の比であり、ティシュペーパーの枚数や、箱の高さ寸法そのものを限定したもので
ないことは勿論である。また、箱の内側高さ寸法は、箱が紙製の場合、箱の高さ部分を折
り曲げる為に設けた罫線間（折り曲げ位置に各々２本設けた場合はその中心線間）を測定
した寸法（罫線寸法）から、箱を形成する紙１枚分の厚さ寸法を差し引くことにより求め
ることができる。また、この第１の発明で規定するような寸法関係と坪量により、ティシ
ュペーパー２枚重ね一組当りのＪＩＳ Ｓ ３１０４で規定する引張強さを所定値に維持す
ると共に、以下に説明するような品質条件を維持することも可能となる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【０００９】
本発明の第２は、前記ティシュペーパーおいて、ティシュペーパー２枚重ね一組当りのＪ
ＩＳ Ｓ ３１０４で規定する吸水度が８秒以下であることを特徴とする第１の発明に記載
したティシュペーパーである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【００１０】
これらの第１及び第２の発明は、収納箱をコンパクトにするために、ティシュペーパーの
密度を上げたり坪量を下げたりしてティシュペーパーの厚さを薄くすると、ティシュペー
パーに要求される引張り強さや吸水度などのティシュにとっての極めて重要な品質が低下
しがちであるので、これらの極めて重要な品質条件を、従来からティシュペーパーに要求
されている所定の範囲に維持することができるようにしたので、その代表的品質条件を規
定したものである。そして、更に下位の請求項に関わる発明において、それらの解決手段
を併せ開示しつつ、ティシュペーパーの密度、坪量、品質範囲等を請求項記載のように規
定したものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【００１１】
本発明の第３は、前記ティシュペーパー１枚当りのＪＩＳ Ｐ ８１１８（但し、試験条件
は、温度２０±２℃、湿度６５±２％）に規定する密度が０．２９～０．３７ｇ／ｃｍ３

であることを特徴とする第１の発明または第２の発明に記載したティシュペーパーである
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【００１２】
この第３の発明は、第１の発明で規定するようなティシュの厚さと坪量を達成すると同時
に、品質を所定範囲に維持するための密度の値を規定したものである。
ティシュの厚さを薄くするために、ティシュそのものの密度を上げると共に、坪量も小さ
くした点に特徴があり、さらには、引張強さと吸水度と言うティシュペーパーにとって極
めて重要な品質条件を従来の品質に劣らない所定値に維持させたものである。
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